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継続企業の前提に関する事項の監査報告書における報告 
 

本文書は、国際監査・保証基準審議会（International Auditing and Assurance Standards Board: 

IAASB）の「継続企業」タスクフォースが、国際監査基準（ISAs）に従って作成された監査報告書

における「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分、「監査上の主要な検討事項（KAM）」

区分及び「強調事項」区分の使用とそれらの相互関係に関する「よくある質問」の幾つかを取りま

とめたものである。 

本文書は、その本文が単独で規範性をもつ国際監査基準（ISAs）を修正するものでも、それらに優

先するものではない。また、本文書は網羅的ではなく1、本文書を読むことがISAを読むことに代わ

るものではない。 

本文書でよく使用される略語 

MURGC - 継続企業の前提に関する 

重要な不確実性 
KAM - 監査上の主要な検討事

項 
EOM - 強調事項 

 

質問1 監査報告書のMURGC区分、KAM区分及びEOM区分の目的は何か？ 

下表は、継続企業の前提に関する重要な不確実性（MURGC）の区分、監査上の主要な検討事項

（KAM）の区分及び強調事項（EOM）区分の目的の概要を示している。 
 

見出し 目的 

継続企業の前提に 

関する重要な 

不確実性2 

► 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、かつ、財務諸表に

おいて適切な注記がなされていると監査人が判断した場合に適用され

る。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような重要な不確実性

が認められる場合、その旨を明記することで、この情報を更に強調

し、利用者の注意を喚起することを目的としている。 

監査上の主要な 
検討事項3 

► 想定される利用者に対して、当年度の財務諸表監査において監査人が職

業的専門家として特に重要であると判断した事項（当該事項に対する

監査上の対応を含む。）を理解するのに役立つ情報を提供する。 

 
 

 

1  本書では、特定のISAの要求事項と適用指針等を取り上げているが、ISAに準拠して報告する監査人の責任に関連するISAの規定の全てを網羅してい

るわけではない。 

2  ISA 570（改訂）「継続企業」参照 

3  ISA 701「独立監査人の報告書における監査上の主要な検討事項の報告」参照 
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見出し 目的 

► 強調事項4 ► 財務諸表に表示又は開示されている事項のうち、利用者が財務諸表を理

解する基礎として重要であると監査人が判断した事項について、監査

報告書において利用者の注意を喚起するための追加的な情報提供を行

う仕組みを構築する。 

 

質問２ MURGC、KAM、EOMは全ての監査に適用されるのか？ 

 

ISA570（改訂）、ISA 701及びISA 706（改訂）の適用範囲については、これらの基準の範囲の項に

記載されている。 

継続企業の前提に関する重要な不確実性（MURGC）の区分と強調事項（EOM）区分、及びそれぞれが

関連する要求事項は、一定の条件（質問１参照）が存在することを前提に、全ての監査に適用され

る。 

「監査上の主要な検討事項（KAM）」の報告は、上場企業に関して要求される。5 さらに、ISA 701に

関しては、以下の留意が必要である。 

► ISA 701は、法令等により要求された場合、又は監査人が別途判断した場合、KAMの報告を妨げ

るものではない。 

► ISA 701は、監査人が財務諸表に対する監査意見を表明しない場合、法令等により要求されて

いる場合を除き、監査人がKAMを報告することを禁止している。6 
 

質問３ MURGC、KAM、EOMの監査意見及び監査報告書への影響は何か？ 
 

以下の表は、継続企業の前提に関する重要な不確実性（MURGC）、監査上の主要な検討事項（KAM）

及び強調事項（EOM）が含められる場合の監査報告書への影響を示している。 
 

見出し 監査報告書への影響 ISA Ref. 

継続企業の前提に関す

る重要な不確実性 

MURGCについて財務諸表に適切な注記がなされている場

合、7監査報告書の本区分への影響は以下の通り。 

ISA 570（改訂） 

 

4 ISA 706（改訂）「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」参照 

5 ISA 701第５項 

6 ISA 705（改訂）「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」第29項 

7 MURGCの適切な注記が財務諸表になされていない場合、監査報告書にはMURGC区分は含まれない。このような場合には、ISA 570

（改訂）の第23項が適用され、監査人はISA 705（改訂）に従って限定意見又は否定的意見を表明することになる。監査人は、監

査報告書の限定意見／否定的意見の根拠において、MURGCが認められる旨、及び財務諸表に当該事項が適切に注記されていない旨

を記載する。 

監査報告書に含まれるMURGC、KAM及びEOMの区分は、監査人の意見に影響を及

ぼすものではなく、これらの区分に記載された事項に関する個別の監査意見を

表明するものでもない。 
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見出し 監査報告書への影響 ISA Ref. 

（継続企業の前提に関
する重要な不確実性） 

► MURGCを開示している財務諸表における注記事項

について注意を喚起する。 

► 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況が存在しており、継続企業の前提に

重要な不確実性が認められることを記載する。 

► 当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものでは

ない旨を記載する。 

第22項 

監査上の主要な 
検討事項 

監査報告書の本区分への影響は以下の通り。 

► KAMは、（当年度の）財務諸表の監査において、監

査人が職業的専門家として特に重要であると判断

した事項であることを記載する。 

► 当該事項は、監査の実施過程全体、及び監査意見

の形成において対応した事項であり、監査人は、

当該事項に対して個別に意見を表明するものでは

ないことを記載する。 

► 各事項の個別の説明と、関連する財務諸表におけ

る注記事項がある場合には、当該注記事項への参

照を含める。 

► 各事項が監査において特に重要であると判断した

理由と、当該事項に対する監査上の対応の説明を

含める。 

ISA 701第11項、 

第13項 

強調事項 監査報告書の本区分への影響は以下の通り。 

► 当該事項が詳細に説明されている財務諸表におけ

る記載箇所への参照を含める。 

► 強調事項が、監査人の意見に影響を及ぼすもので

はないことを記載する。 

ISA 706（改訂）

第9項 

 
 

質問４ MURGC、KAM、EOMの相互関係はどのようなものか？ 

 

ISA 700（改訂）「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」では、ISA 570（改訂）に従って継続

企業に関する事項を報告することが要求されている。ISA 700（改訂）は、「監査意見」区分と「意

見の根拠」区分を除いて、監査報告書の記載内容の順序に関する要求事項を定めていない。しかし、

ISA 700（改訂）は、ISAに準拠して実施した監査に言及する監査報告書を、より認知されやすくす

るように、監査報告書の様々な区分に対して特定の見出しを使用することを要求している。8 

これらの基準では、継続企業の前提に関する重要な不確実性（MURGC）は、その性質上、監査上の主
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要な検討事項（KAM）に該当すると説明されている。
9
 しかし、MURGCが存在し、財務諸表において

適切な注記がなされている場合、そのような事項はISA 570（改訂）に従い報告される。ISA 570

（改訂）の第22項では、MURGCに関連して監査報告書に記載することが要求される最低限の情報につ

いて定めている。具体的に、監査人は以下を含めることが要求されている。 

► 質問３で説明されている必須項目を含むMURGC

区分。 

► （該当する場合）監査報告書の監査上の主要な

検討事項（KAM）の区分において、以下で例示

しているようにMURGCの区分に言及する。
10
 

「継続企業の前提に関する重要な不確実性の区

分に記載されている事項に加え、以下の事項を

監査報告書において報告すべき監査上の主要な

検討事項であると判断している。」 

しかし、監査人は、MURGCの区分で要求されている内容を補足するために、追加情報を提供すること

を妨げられるものではない。
11 例えば、監査人は、以下を説明することができる。 

► 継続企業の前提に関する重要な不確実性の存在が、利用者が財務諸表を理解する基礎として重

要であること。 

► 当該事項についての監査上の対応。 

KAM
12
を報告したり、強調事項（EOM）区分

13
を設けることは、MURGCが存在する場合にISA 570（改

訂）に従って報告することの代替にはならない。 
 

質問５ 
MURGCが存在しない場合、監査報告書において、継続企業に関する事項を監査上の主

要な監査事項として報告することはできるか？ 

ISA 701が適用される場合、継続企業の前提に関する事項が監査上の主要な検討事項と判断されるこ

とがある。
14 

監査人は、ISA 570（改訂）に従って、企業の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関する重要な不確実性が存在しないと結論付けた場合であっても、ISA 570（改訂）に基

づき、監査人がこの結論に至るまでに検討した一つ又は複数の事項を監査上の主要な検討事項（KAM）

と決定できる場合がある。例えば、ISA 570（改訂）の第20項に規定されているような、いわゆる

「Close Call」の状況がこれに該当する可能性がある。 

 

8  ISA 700（改訂）のA19項 

9  ISA 570（改訂）のA1項及びISA 701（改訂）第15項 

10  ISA 701 A6項及びA58項 

11  ISA 570（改訂）のA30項 

12  ISA 701第4項 

13  ISA 706（改訂）のA7項 

14  ISA 570（改訂）のA1項 

ISA 570（改訂)の付録では、継続

企業の前提に関する監査報告書の文例

が示されている。 

文例１には、上場企業にMURGCが認め

られ、財務諸表において注記が適切に

なされている場合で、ISA 701に従っ

てKAMが報告される場合の無限定適正

意見が含まれている。 
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ISA 701のA41項では、監査人がKAMを説明する際、

特に財務諸表における関連する注記事項の重要

な側面に注意を喚起する際の助けとなるような

適用指針を提供している。例えば、KAMにおいて、

重要な営業損失、利用可能な借入枠、負債の借

換え又は財務制限条項への抵触の可能性、及び

これらを軽減する要因など、財務諸表に開示さ

れた特定の事象又は状況に言及する場合がある。 

 

質問６ 
MURGCが存在しない場合、監査報告書において、継続企業の前提に関する事項をEOMと

して報告することはできるか 

 

強調事項（EOM）区分は、監査人が当該事項を監

査上の主要な検討事項ではないと判断した場

合、又はISA 701が適用されない場合の「Close 

Call」の状況（質問５参照）に対して設けるこ

とができる。
15
 このような状況において、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況に関連する経営者の判断についての開示が、利用者が財務諸表を理解する基礎として重

要であると監査人が判断する場合、監査人は、財務諸表における関連する注記事項への注意を喚起

するために、監査報告書にEOM区分を含めることができる。 

また、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切ではなく、経営者が他の基準（例えば、

清算基準）に基づいて財務諸表を作成する場合にも、以下に該当すれば、監査報告書においてEOM区

分を設けることができる。 

► 監査人が、他の基準がその状況において受入可能であると判断する場合。 

► 財務諸表作成の基礎となる他の基準について適切な開示がなされている場合。 

このような場合には、監査報告書にEOM区分を設け、当該他の基準及びその採用の理由に対する利用

者の注意を喚起することが適切であると考えられることがある。
16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15  ISA 706（改訂）のA1項からA3項及びISA 701のA8項では、監査報告書におけるEOMの区分とKAMの関係について適用指針が提供さ

れている。 

16  ISA 570（改訂）のA27項 

 
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況が識別されたものの、これ

らの事象又は状況に対処するための経営者の計

画を検討した結果、経営者及び監査人が重要な

不確実性は存在しないと結論付けるような状況

は、しばしば「Close Call」の状況と呼ばれ

る。 

監査報告書においてEOM区分を多用する

と、当該事項に関する監査人のコミュニケー

ションの有効性を低下させる可能性がある。

（ISA 706（改訂)A6項参照)。 
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例：「Close Call」の状況についての監査人の報告 

この意思決定フローは、監査人が「Close Call」の状況について報告する際に適用する適切な国際監査

基準を決定するのに役立つ場合がある。この例では、以下を前提としている。 

► 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況が識別されたが、これらの

事象又は状況に対処するための経営者の計画 

を考慮した結果、経営者及び監査人は、重要

な不確実性は認められないと判断している。 

► 財務諸表は、経営者により国際財務報告基準

（IFRS）に準拠して作成されている。 

 

 
 
 
 
 
  

2014年、国際会計基準審議会解釈指針

委員会は、IAS第１号「財務諸表の表示」

における「Close Call」の状況に関連する

要求事項を明確にするアジェンダ決定を公

表した。さらに、2021年1月、IFRS財団

は、経営者の継続企業の開示に対応した教

育文書を公表し、この中でも「 Close 

Call」の状況に関連するガイダンスを提供

している。 

 

財務諸表において、識別された継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

について適切な注記がなされているか？

（ISA570（改訂）第20項、A24項及びA25項）

ISA 705（改訂）「独立監査人の監

査報告書における除外事項付意見」

参照

当該企業は上場しているか？

監査報告書にKAMを報告する

ことを、法令等により要求さ

れているか、又は監査人が任

意で選択するか？

監査人は、当該

事項を、利用者

が財務諸表を理

解する基礎とし

て重要であると

判断している

か？
当該事項は、KAMと判断されるか？

（ISA 701第9項及び第10項参照）

ISA 701「独立監

査人の監査報告書

における監査上の

主要な検討事項の

報告」参照

当該事項が監査上の主要な検討事項であり、ま

た、利用者が財務諸表を理解する基礎として重

要であると監査人が判断する場合、監査人は

KAM区分の中で、当該事項が相対的に重要であ

ることを強調する、又は注意喚起したい（例え

ば、当該事項をKAM区分の最初に記載する）と

考える場合がある。

（ISA706（改訂）A2項参照）

ISA 706（改訂）「独立監

査人の監査報告書における

強調事項区分とその他の事

項区分」参照

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい はい

はい

はい

http://media.ifrs.org/2014/IFRIC/July/IFRIC-Update-July-2014.pdf
https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en
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IAASBのウェブサイトでは、監査報告書に関連する実務指針やその他の規範性のないガイダンス

等を閲覧することができる。 

IAASBは、監査報告書のMURGC区分、KAM区分、及びEOM区分に関連する、その他

の実務指針及び規範性のないガイダンス（下記リンク参照）を開発している。 

 

► 継続企業に関する監査報告 

► 進化し続ける環境下での継続企業の前提の評価-新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）の影響に関する監査上の留意事項 

► 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により変化し続ける環境下での監査報告 

IAASBのその他の関連資料 

https://www.iaasb.org/focus-areas/auditor-reporting
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor-Reporting-Toolkit-Going-Concern.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Auditor-Reporting-Final.pdf
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